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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第56期

第２四半期累計期間
第57期

第２四半期累計期間
第56期

会計期間
自　平成25年３月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年３月１日
至　平成26年８月31日

自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日

売上高 （千円） 1,681,273 1,673,040 3,580,047

経常利益又は経常損失（△） （千円） △34,987 1,278 225,723

四半期純損失（△）又は当期純利益 （千円） △33,126 △4,087 8,918

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 990,750 990,750 990,750

発行済株式総数 （株） 6,935,761 6,935,761 6,935,761

純資産額 （千円） 3,258,665 3,101,512 3,307,622

総資産額 （千円） 7,429,343 7,430,528 7,257,447

１株当たり四半期純損失（△）

又は当期純利益
（円） △5.28 △0.66 1.42

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 12.00

自己資本比率 （％） 43.9 41.7 45.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △44,970 190,765 216,848

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △183,225 △71,055 △196,723

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 291,045 119,036 △3,995

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 230,919 423,204 184,305

 

回次
第56期

第２四半期会計期間
第57期

第２四半期会計期間

会計期間
自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 3.93 9.58

（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」につ

いては記載しておりません。

３　当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４　第56期第２四半期累計期間及び第57期第２四半期累計期間潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、１株当

たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。また第56期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、第57期第２四半期累計期間及び第57期第２四半期会計期間の１株

当たり四半期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行（信託

Ｅ口）が所有する当社株式の数を自己株式に含めて算定しております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

①経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動から、一時的な消費

の落ち込みはあったものの、公共工事の増加などの要因もあり企業収益や雇用環境は改善し、緩やかな回復軌道を

たどりました。一方では、燃料費、原材料費の高騰、さらには急激な円安の進行から物価高に拍車がかかることも

懸念され、景気が下振れするリスクの顕在化により本格的な景気回復には依然として不透明な状況となっておりま

す。

このような状況下において当社は、教室授業時における基本動作の徹底と教務指導力を強化し、授業環境の最適

化を図り、期待以上の成績向上を実現することで、生徒、保護者の満足度アップに注力いたしました。

また、教室展開としては、教室ロケーション及び投資効果の改善を図るため、玉江校（鹿児島県鹿児島市）と西

新校（福岡県福岡市早良区）の２校を移転し、今後も安定的な需要が見込まれるフレスポ国分校（鹿児島県霧島

市）を開校いたしました。

生徒構成においては、通常料金に比べ廉価な小学生を対象とする「キッズくらぶ」と高等部並びに個別指導部の

生徒数が前年実績を上回りましたが、中核をなす中学部の生徒数は前年実績を回復するまでには至りませんでし

た。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,673百万円（前年同期比0.5％減）となり、利益面では教室人員配

置の適正化並びに全社的な運営の効率化を推し進めたことにより、営業損失10百万円（前年同四半期の営業損失38

百万円）、経常利益1百万円（前年同四半期の経常損失34百万円）、四半期純損失は4百万円（前年同四半期の四半

期純損失は33百万円）となりました。

 

②財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ173百万円増加して7,430百万円となりました。流動

資産は前事業年度末に比べ216百万円増加して599百万円、固定資産は前事業年度末に比べ43百万円減少して6,830

百万円となりました。

流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ379百万円増加して4,329百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ468百万円増加して2,107百万円、固定負債は前事業年度末に比べ89百万円減少して

2,221百万円となりました。

流動負債増加の主な要因は、短期借入金と前受金が増加したことによるものであります。

固定負債減少の主な要因は、長期借入金が減少したことによるものであります。

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ206百万円減少して3,101百万円となりました。

主な要因は、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）導入による自己株式の取得及び配当金の支払いによる利益剰余金の

減少によるものであります。
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(2）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末残高に比べ238

百万円増加しました。この結果、資金の当第２四半期会計期間末残高は423百万円となりました。

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は190百万円（前年同四半期は44百万円の使用）と

なりました。これは主に税引前四半期純利益になったこと及び未払金の増額並びに未払消費税等の増額によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は71百万円（前年同期比61.2％減）となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出が減少したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は119百万円（前年同期比59.1％減）となりまし

た。これは主に自己株式の取得による支出が増加したことによるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成26年８月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年10月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,935,761 6,935,761

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式であり単元株

式数は1,000株であります。

計 6,935,761 6,935,761 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成26年６月１日～

平成26年８月31日
－ 6,935,761 － 990,750 － 971,690
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（６）【大株主の状況】

  平成26年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

有限会社学友社 鹿児島県鹿児島市城西２－22－15 2,567 37.02

西　村　　　秋 鹿児島県鹿児島市 460 6.63

西　村　道　子 鹿児島県鹿児島市 389 5.62

資産管理サービス信託銀行

株式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１－８－12

晴海アイランド トリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟

360 5.19

株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６－６ 310 4.47

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１－１ 214 3.08

昴取引先持株会 鹿児島県鹿児島市加治屋町９－１ 172 2.48

昴社員持株会 鹿児島県鹿児島市加治屋町９－１ 117 1.69

佐　藤　兼　義 静岡県湖西市 104 1.49

三菱UFJ信託銀行株式会社

（常任代理人　日本マスター

　トラスト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－４－５

（東京都港区浜松町２－11－３）
90 1.29

株式会社宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東４－３－５ 90 1.29

計 － 4,876 70.30

（注）1　上記以外に当社が所有する自己株式658千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合9.48％）あります。

2　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）

が当社株式を360千株所有しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　658,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　6,230,000 6,230 －

単元未満株式 普通株式　　 　47,761 － －

発行済株式総数 6,935,761 － －

総株主の議決権 － 6,230 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式360,000株(議決権360個)及び証券保管振替機構名義

の株式2,000株（議決権２個）が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年８月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社 昴
鹿児島市加治屋町９番１号 658,000 － 658,000 9.48

計 － 658,000 － 658,000 9.48

(注) 株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有

する当社株式360,000株は上記自己名義所有株式数には含まれておりません。

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成26年６月１日から平成26

年８月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年３月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人かごしま会計プロフェッションによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成26年２月28日)
当第２四半期会計期間
(平成26年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 206,760 431,001

営業未収入金 3,202 5,706

有価証券 3,545 7,202

教材 61,792 39,473

貯蔵品 2,582 1,452

繰延税金資産 67,129 78,581

その他 38,827 36,911

貸倒引当金 △400 △800

流動資産合計 383,441 599,530

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,198,319 2,173,057

土地 3,597,080 3,597,080

その他（純額） 96,415 100,817

有形固定資産合計 5,891,815 5,870,956

無形固定資産 42,030 45,715

投資その他の資産   

繰延税金資産 264,515 253,052

投資不動産（純額） 251,706 251,322

その他 423,938 409,951

投資その他の資産合計 940,160 914,326

固定資産合計 6,874,006 6,830,998

資産合計 7,257,447 7,430,528

負債の部   

流動負債   

買掛金 62,582 6,208

短期借入金 400,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 620,408 658,408

未払金 111,128 90,381

未払法人税等 94,777 13,687

前受金 112,193 220,257

賞与引当金 82,070 63,424

ポイント引当金 22,449 32,942

資産除去債務 10,282 2,188

その他 122,567 219,563

流動負債合計 1,638,460 2,107,061

固定負債   

長期借入金 1,526,372 1,426,500

退職給付引当金 617,536 632,971

長期未払金 139,092 123,342

その他 28,364 39,139

固定負債合計 2,311,365 2,221,953

負債合計 3,949,825 4,329,015
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成26年２月28日)
当第２四半期会計期間
(平成26年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 1,712,891 1,633,465

自己株式 △376,774 △512,655

株主資本合計 3,298,556 3,083,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,065 18,262

評価・換算差額等合計 9,065 18,262

純資産合計 3,307,622 3,101,512

負債純資産合計 7,257,447 7,430,528
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

売上高 1,681,273 1,673,040

売上原価 1,420,849 1,394,466

売上総利益 260,424 278,574

販売費及び一般管理費 ※ 299,308 ※ 288,711

営業損失（△） △38,884 △10,136

営業外収益   

受取利息 316 242

有価証券利息 － 4,463

受取配当金 447 476

受取家賃 4,717 5,664

受取手数料 7,486 7,722

その他 1,089 939

営業外収益合計 14,056 19,508

営業外費用   

支払利息 7,444 6,151

その他 2,714 1,942

営業外費用合計 10,158 8,094

経常利益又は経常損失（△） △34,987 1,278

特別利益   

投資有価証券売却益 56 －

特別利益合計 56 －

特別損失   

固定資産除却損 729 527

特別損失合計 729 527

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,661 750

法人税、住民税及び事業税 8,605 9,866

法人税等調整額 △11,140 △5,028

法人税等合計 △2,535 4,838

四半期純損失（△） △33,126 △4,087
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

  (単位：千円)

 
前第２四半期累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△）
△35,661 750

減価償却費 71,355 73,697

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,886 △18,646

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,573 10,492

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,184 15,434

受取利息及び受取配当金 △763 △719

支払利息 7,444 6,151

有価証券利息 － △4,463

投資有価証券売却損益（△は益） △56 －

固定資産除却損 729 527

売上債権の増減額（△は増加） △1,380 △2,503

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,810 23,449

仕入債務の増減額（△は減少） △63,657 △56,373

未払金の増減額（△は減少） △41,337 5,643

長期未払金の増減額（△は減少） － △15,750

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,343 45,211

前受金の増減額（△は減少） 112,512 108,063

その他 45,034 90,238

小計 94,189 281,206

利息及び配当金の受取額 479 4,904

利息の支払額 △7,401 △6,242

法人税等の支払額 △132,237 △89,102

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,970 190,765

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △13,000 △17,000

定期預金の払戻による収入 49,000 28,000

有形固定資産の取得による支出 △62,574 △80,234

投資有価証券の取得による支出 △155,418 △1,820

投資有価証券の売却による収入 197 －

その他 △1,430 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,225 △71,055

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 400,000

長期借入れによる収入 850,000 390,000

長期借入金の返済による支出 △775,697 △451,872

自己株式の取得による支出 △14 △135,880

リース債務の返済による支出 △8,432 △7,921

配当金の支払額 △74,810 △75,289

財務活動によるキャッシュ・フロー 291,045 119,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,848 238,898

現金及び現金同等物の期首残高 168,071 184,305

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 230,919 ※ 423,204
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

 

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、平成26年７月16日開催の取締役会決議に基づき、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高

め、従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信

託(Ｊ－ＥＳＯＰ)」（以下、「本制度」という。）を平成26年９月１日より導入しております。

(1)　取引の概要

本制度は、予め定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する

仕組みであります。当社は従業員に対し、役職等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得を

したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め当

社が信託設定した金銭により信託銀行が将来給付分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしており

ます。（以下、「本信託」という。）

(2)　会計処理

本信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第30号　平成25年12月25日）を早期適用し、当社と本信託は一体であるとする総額法に

よる会計処理を行っております。

また、本信託が所有する当社株式は、四半期貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示しておりま

す。なお、当第２四半期会計期間末において、本信託が所有する当社株式の帳簿価額は135,720千円、株式数は

360,000株であります。

 

 

（四半期貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

 

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期累計期間
（自 平成25年３月１日

　　至 平成25年８月31日）

 当第２四半期累計期間
（自 平成26年３月１日

　　至 平成26年８月31日）

広告宣伝費 128,848千円 116,276千円

ポイント引当金繰入額 8,573 10,492

役員報酬 30,780 33,780

給料手当 40,954 40,505

賞与 6,178 6,314

賞与引当金繰入額 4,451 4,915

退職給付費用 1,683 1,805

減価償却費 5,450 5,407
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日）

当第２四半期累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日）

現金及び預金 243,919千円 431,001千円

ＭＭＦ（有価証券） － 7,202

預入期間が３か月超の定期預金 △13,000 △15,000

現金及び現金同等物 230,919 423,204

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年８月31日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月23日

定時株主総会
普通株式 75,342 12 平成25年２月28日 平成25年５月24日 利益剰余金

 

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年８月31日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月27日

定時株主総会
普通株式 75,337 12 平成26年２月28日 平成26年５月28日 利益剰余金

 

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

自己株式の取得

当社は、平成26年７月16日開催の取締役会における株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)導入の決議に基づき、当

第２四半期累計期間において自己株式の取得を行っており、自己株式が135,720千円増加しております。

この結果、当第２四半期会計期間末において自己株式が512,655千円となっております。

 

 

（金融商品関係）

　金融商品の当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額

に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年８月31日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第２四半期累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年８月31日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成25年３月１日
至　平成25年８月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △5円28銭 △0円66銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △33,126 △4,087

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △33,126 △4,087

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,278 6,217

（注）1　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

2　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、当第２四半期累計期間の普通株式の期中平均株式数の算出に当

たっては、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式360千株を控除しております。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成26年10月７日

株式会社昴  

取締役会　御中  

 

 監査法人　かごしま会計プロフェッション  

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田　　畑　　恒　　春　　㊞

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　　　　毅　　憲　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社昴の

平成２６年３月１日から平成２７年２月２８日までの第５７期事業年度の第２四半期会計期間（平成２６年６月１日から

平成２６年８月３１日まで）及び第２四半期累計期間（平成２６年３月１日から平成２６年８月３１日まで）に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社昴の平成２６年８月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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